
（平成 年 月 日施行）障害者雇用に関する助成金の見直しについて 17 10 1

【現行】 【改正後】

（納付金制度に基づくもの）

障害者作業施設設置等助成金 障害者作業施設設置等助成金

障害者福祉施設設置等助成金 障害者福祉施設設置等助成金

重度障害者介助等助成金 障害者介助等助成金 《拡充》

・ 職場介助者の継続的配置・継続的委
嘱に係る助成金の創設

・ 手話通訳担当者の委嘱に係る助成金
の改善

・ 在宅勤務コーディネーターに係る助
成金の創設

職場適応援助者助成金 《創設》

重度障害者等通勤対策助成金 重度障害者等通勤対策助成金

重度障害者多数雇用事業所 重度障害者多数雇用事業所
施設設置等助成金 施設設置等助成金

障害者能力開発助成金 障害者能力開発助成金 《拡充》

・ グループ就労に係る助成金の創設
（平成１８年１月１日施行予定）

障害者雇用支援センター助成金 障害者雇用支援センター助成金

（雇用継続援助事業に基づくもの）

中途障害者作業施設設置等助成金

重度中途障害者等職場適応助成金


